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「軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）」 

に対するパブリックコメント実施要領（案）  

 

 

１ パブリックコメントの対象 

  軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）  

 

２ 趣旨 

軽井沢町では、町全体における温室効果ガスの排出抑制や新エネル

ギーの導入、活用等の方向性を示し、住民、事業者及び町が一体とな

って、地球温暖化防止に向けた対策に総合的かつ計画的に取り組んで

い く た め に 、 「 軽 井 沢 町 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 （ 区 域 施 策 編 ）

（案）」を取りまとめました。この計画は、地球温暖化対策の推進に

関する法律（平成 10年法律第 117号）第 21条第４項により、地方公共

団体に策定が求められている「地方公共団体実行計画（区域施策編）」

に位置付けられるものです。 

   

３ パブリックコメントの実施方法  

 ⑴ 募集期間 

   令和６年11月15日（金）から令和６年 12月 16日（月）まで  

 ⑵ 計画の閲覧方法  

   町ホームページ又は役場庁舎環境課窓口  

 ⑶ 意見の提出方法  

   オンライン回答、電子メール、郵送、ファクシミリ又は持参  

 ⑷ 意見の提出先  

   軽井沢町 環境課  環境政策係  

【持参】軽井沢町役場（⑦番  環境課窓口）  

【郵送】〒 389－0192 

     軽井沢町  環境課  環境政策係  

   【ファクシミリ】 0267－46－3165  

   【電子メール】kankyo＠town.karuizawa.nagano.jp  

【オンライン回答】  

 

 

 

 

 

 

＜オンライン回答用二次元コード＞  

 

４ 周知方法 

 ⑴ 広報誌「広報かるいざわ」  

作成中  
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 ⑵ 軽井沢町公式ホームページ  

 ⑶ 軽井沢町公式 Twitter  

⑷ 軽井沢町公式Facebook  

⑸ 軽井沢町公式ＬＩＮＥ  

⑹ メール配信サービス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


